
１．電子連携サービスのご利用について

『電子連携サービス』が利用開始となってから１年が経過しました。
現在は一部の事業所にご利用いただいている状況です。

電子連携サービスをご利用いただきますと、締切日当日に届書を提出することができます。

企 業 年 金 基 金 の 概 況 実施事業所数 169
（令和7年9月30日現在） 加 入 者 数

届書発送のための手間や紙・郵送コスト等を削減することができ、基金からの決定

通知書・掛金計算書等をPDFデータにて管理することができるようになります。
まだ『電子連携サービス』を導入されていない事業所様は、是非ご検討ください。

また、令和8年春頃より従来のPDFデータに加え、EXCEL形式で「加入者資格取得

適用関係の届書や決定通知書・掛金計算書等の送受信を行うことができるサービス
『電子連携サービス』は、仮想VPN接続を用いることにより事業所⇔基金間にて

です。

Ｎｏ．91
( 0 3 - 5 8 0 9 - 3 1 8 8 ）

社

789
19,661

人年金受給者数

人

こ
の
ニ
ュ
｜
ス
は
、

、

。

ま
す
が

で
き
れ
ば
各
職
場
の
皆
様
に
も
ご
覧
い
た
だ
け
る
よ
う

ご
配
慮
願
え
れ
ば
幸
い
で
す

EXCELデータの作成方法等の詳細につきましては、別途ご案内させていただきます。

『電子連携サービス』の導入・利用方法は、基金ホームページ（「事務担当者の皆さ
ま」⇒『電子連携サービス』」）をご参照ください。

いただけるよう準備を進めております。
届・加入者資格喪失届・中断者届・復活者届」を『電子連携サービス』にて提出して
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令和 7年10月分掛金納入告知書等発送・配信日　令和 7年11月18日（火）
令和 7年10月分の届書の締切日　　　　　　　　令和 7年11月10日（月）

郵便事情により日数がかかる場合がありますので、余裕をもってご提出ください。

ご不明な点等ございましたら、業務課（電話：03-5809-3189）までご連絡ください。

ご不明な点等ございましたら、業務課（電話：03-5809-3189）までご連絡ください。

令和 7年10月分掛金の納付期限・振替日　　　　令和 7年12月 1日（月）

２．基金業務スケジュールについて

利用時は、使用するPCと他のインターネット接続を遮断する仕組みとなりますの
で、セキュリティが確保されます。

電子基金

発行日

東京都千代田区岩本町1-11-2

令 和 7 年 10 月 17 日
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